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年
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月
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野
田
内
閣
の
北
方
四
島
に
係
る
現
状
認
識
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
十
二
日
付
の
「
前
原
外
務
大
臣
の
ロ
シ
ア
訪
問
（
結
果
概
要
）
」
に

お
い
て
、
「
北
方
四
島
に
お
け
る
共
同
経
済
活
動
に
つ
い
て
、
日
本
の
法
的
立
場
を
害
し
な
い
前
提
で
何
が
で
き
る
か
を
日
露

双
方
の
ハ
イ
レ
ベ
ル
で
議
論
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
議
論
の
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

去
る
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
八
日
、
玄
葉
外
務
大
臣
と
ラ
ヴ
ロ
フ
外
相
の
会
談
が
行
わ
れ
、
北
方
四
島
に
お
け
る
共
同
経
済

活
動
に
つ
い
て
は
進
展
が
な
か
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

北
方
四
島
と
同
様
、
我
が
国
の
固
有
の
領
土
が
他
国
に
実
効
支
配
さ
れ
て
い
る
竹
島
の
現
状
に
つ
い
て
、
野
田
佳
彦
内
閣

総
理
大
臣
は
、
「
法
的
根
拠
の
な
い
形
で
占
拠
さ
れ
て
い
る
と
認
識
を
し
て
い
ま
す
」
と
の
答
弁
を
し
て
い
る
（
平
成
二
十

三
年
十
一
月
十
五
日
参
議
院
予
算
委
員
会
）
。
他
方
、
平
成
二
十
二
年
八
月
十
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣

衆
質
一
七
五
第
二
一
号
）
に
お
い
て
は
、
「
ロ
シ
ア
連
邦
が
北
方
四
島
を
不
法
に
占
拠
し
て
い
る
」
と
の
現
状
認
識
が
示
さ

れ
て
い
る
。

�

北
方
四
島
の
現
状
に
つ
い
て
、
現
時
点
に
お
い
て
、
野
田
内
閣
と
し
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。
竹
島
と
同
様

に
「
法
的
根
拠
の
な
い
形
で
占
拠
さ
れ
て
い
る
」
と
の
認
識
な
の
か
、
先
の
政
府
答
弁
書
の
よ
う
に
「
不
法
占
拠
」
と
の

一



認
識
な
の
か
。

�

北
方
四
島
の
現
状
認
識
に
つ
い
て
も
、
竹
島
と
同
様
に
、
か
つ
て
の
政
府
答
弁
と
異
な
る
表
現
（
「
法
的
根
拠
の
な
い

形
で
占
拠
さ
れ
て
い
る
」
）
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
か
の
政
策
的
判
断
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
政
策
判
断
は
、
ど
の
よ
う
な
要
素
が
考
慮
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
の
か
、
具
体
的
か
つ
網
羅
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

従
来
通
り
「
不
法
（
に
）
占
拠
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
場
合
に
は
、
竹
島
を
め
ぐ
る
認
識
と
の
差
異
は
何
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
か
。

二

外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
中
の
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
八
日
付
の
「
玄
葉
外
務
大
臣
と
ラ
ヴ
ロ
フ
外
相
の
日
露
外
相
会

談
（
概
要
）
」
に
お
い
て
は
、
前
原
元
外
務
大
臣
の
ロ
シ
ア
訪
問
（
平
成
二
十
三
年
二
月
）
に
お
い
て
日
露
双
方
の
ハ
イ
レ

ベ
ル
で
議
論
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
北
方
四
島
に
お
け
る
共
同
経
済
活
動
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
。

�

こ
の
会
談
に
お
い
て
、
共
同
経
済
活
動
に
つ
い
て
の
議
論
は
行
わ
れ
た
の
か
。

�

こ
の
会
談
で
共
同
経
済
活
動
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
議
論
が
行
わ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
す
る
現
段
階
で
の
進
捗
状

二



況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

�

北
方
四
島
に
お
け
る
我
が
国
の
主
権
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
北
方
四
島
が
ロ
シ
ア
に
不
法
占

拠
さ
れ
、
平
成
十
八
年
に
は
歯
舞
諸
島
貝
殻
島
周
辺
海
域
に
お
い
て
我
が
国
の
漁
船
が
ロ
シ
ア
警
備
艇
に
銃
撃
・
拿
捕
さ

れ
、
現
地
「
裁
判
所
」
に
お
い
て
船
長
に
対
す
る
「
裁
判
」
の
「
判
決
」
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。

こ
の
現
実
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
は
、
仮
に
、
今
後
共
同
経
済
活
動
が
実
施
さ
れ
る
と
し
た
場
合
、
共
同
経
済
活
動
に

従
事
す
る
我
が
国
国
民
に
よ
る
北
方
四
島
に
お
け
る
商
行
為
及
び
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
の
国
の
法
律
が
適
用
さ

れ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

�

日
本
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
に
お
け
る
我
が
国
国
民
に
よ
る
商
行
為
及
び
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、
我
が
国
以
外

の
国
の
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
「
日
本
の
法
的
立
場
を
害
し
な
い
前
提
で
」
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
か
。
可
能
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
範
囲
及
び
根
拠
を
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

�

�
の
ほ
か
、
共
同
経
済
活
動
が
実
施
さ
れ
る
と
し
た
場
合
の
法
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
政
府
が
把
握
し
て
い

る
も
の
を
詳
細
に
列
挙
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


